
熊本県私立幼稚園等特別支援教育経費補助金交付要項 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は、私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」と

いう。）における特別支援教育の振興を図るため、障がい児の就園する私立の幼

稚園等の設置者に対し、予算の範囲内において特別支援教育を行うのに必要な教

育費の一部を補助することとし、その交付については熊本県補助金等交付規則

（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要項に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要項において「障がい児」とは、満３歳から小学校就学の始期に達す

るまでの幼児であって、次のいずれかの書類に基づき、心身に障がいを有するた

め教育上特別な配慮を要すると知事が認めたものをいう。 

（１）当該幼児の心身の障がいの区分及び程度が明記された医師の診断書又は児

童相談所、保健所、診療所その他これらに準ずる機関の判定書、意見書等 

（２）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定に

基づく身体障害者手帳 

（３）療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６号）に

基づく療育手帳 

（４）特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和３９年厚生省令第

３８号）第１７条第１項に規定する特別児童扶養手当証書 

 （対象幼稚園等） 

第３条 補助の対象となる私立の幼稚園等は、当該年度の５月１日現在又は１０月

１日現在において、障がい児を就園させ、かつ、当該障がい児の教育に当たる専

任の教員（幼稚園教諭の免許状を有するものに限る。）を置く学校法人立の幼稚

園等とする。 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助の対象となる経費は、私立の幼稚園等における障がい児の教育に必要

な経常的経費とする。 

２ 補助金の額は、当該年度の５月１日現在又は１０月１日現在において、障がい

児が１人就園する幼稚園等においては補助基準額３９２，０００円以内の額とし、

障がい児が２人以上就園する幼稚園等においては補助基準額７８４，０００円以

内の額に障がい児の数を乗じて得た額とする。 

３ 次のいずれかに該当する幼稚園等に就園する、子ども・子育て支援法第２０条

第１項の規定に基づき、同法第１９条第１項第２号に掲げる区分の認定を受けて

いる障がい児についても対象とする。 

（１）幼稚園型認定こども園（幼稚園部分が学校法人立のものに限る。） 
（２）幼保連携型認定こども園（平成２７年３月３１日以前に設置された学校法 

人立の園で旧接続型のものに限る。） 

（補助金の交付申請） 

第５条 規則第３条第１項の申請書は、様式第１によるものとする。 

２ 規則第３条第２項の添付書類は、次の各号のとおりとし、その様式は、当該各

号に定めるところによるものとする。 



 （１）事業計画書                    別紙第１号様式 

 （２）就園する障がい児一覧               別紙第２号様式 

 （３）収支予算書（特別支援教育に関するもの）      別紙第３号様式 

 （４）特別支援教育専任教職員等の個人別給与支給予定調書 別紙第４号様式 

 （５）特別支援教育とその他教育・保育の按分計算内訳 別紙第４号様式別添 

 （６）教育研究経費支出予定明細書            別紙第５号様式 

 （７）教育研究用機器備品等購入予定明細書        別紙第６号様式 

３ 第１項の申請書の提出期限は、知事の指定する日とし、その提出部数は、１部

とする。 

 （交付決定通知） 

第６条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知

書（様式第２）により行うものとする。 

 （実績報告） 

第７条 規則第１３条の補助事業等実績報告書は、様式第３によるものとする。 

２ 規則第１３条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各

号に定めるところによるものとする。 

 （１）収支決算書（特別支援教育に関するもの）      別紙第７号様式 

 （２）特別支援教育専任教職員等の個人別給与支給実績調書 別紙第８号様式 

 （３）特別支援教育とその他教育・保育の按分計算内訳 別紙第８号様式別添 

 （４）教育研究経費支出明細書              別紙第９号様式 

 （５）教育研究用機器備品等購入実績明細書       別紙第１０号様式 

３ 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、別に通知する日とし、その提出部

数は、１部とする。 

 （補助金の額の確定） 

第８条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知

書（様式第４）により行うものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 規則第１６条第１項の請求書は、様式第５によるものとする。 

 （証拠書類の保管期間） 

第１０条 規則第２３条の別に定める期間は、翌年度から５年間とする。 

 （雑則） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 附 則 

この要項は、平成３０年１１月２７日から施行し、平成３０年４月１日から適用

する。 

 

附 則 

この要項は、令和元年（２０１９年）１１月１４日から施行し、平成３１年（２

０１９年）４月１日から適用する。 

 

 

 



   附 則 

 この要項は、令和３年 (２０２１年 )３月３１日から施行し、令和３年（２

０２１年）４月１日から適用する。  

 

 附 則 

 この要項は、令和３年 (２０２１年 )１１月１２日から施行し、令和３年（２

０２１年）４月１日から適用する。  

  


